
 

港

区

被

災

市

街

地

復

興

整

備

条

例

施

行

規

則

を

公

布

す

る

。 

 
平

成

二

十

五

年

十

月

十

八

日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

 

港

区

規

則

第

七

十

二

号 

港

区

被

災

市

街

地

復

興

整

備

条

例

施

行

規

則 

（

趣

旨

） 

第

一

条 

こ

の

規

則

は

、

港

区

被

災

市

街

地

復

興

整

備

条

例

（

平

成

二

十

五

年

港

区

条

例

第

四

十

二

号

。

以

下 

 

「

条

例

」

と

い

う

。

）

第

二

条

第

一

項

第

三

号

、

第

六

条

第

二

項

、

第

十

一

条

第

一

項

及

び

第

十

四

条

の

規 

 

定

に

基

づ

き

、

条

例

の

施

行

に

つ

い

て

必

要

な

事

項

を

定

め

る

も

の

と

す

る

。 

（

定

義

） 

第

二

条 

こ

の

規

則

で

使

用

す

る

用

語

の

意

義

は

、

条

例

で

使

用

す

る

用

語

の

例

に

よ

る

。 

（

建

築

物

以

外

の

工

作

物

） 

第

三

条 

条

例

第

二

条

第

一

項

第

三

号

に

規

定

す

る

区

規

則

で

定

め

る

工

作

物

は

、

建

築

基

準

法

施

行

令

（

昭 

 

和

二

十

五

年

政

令

第

三

百

三

十

八

号

）

第

百

三

十

八

条

第

一

項

に

規

定

す

る

工

作

物

と

す

る

。 

（

復

興

地

区

の

指

定

の

基

準

） 



 

築

行

為

届

出

書

（

第

一

号

様

式

）

に

よ

り

行

わ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

 

第

二

百

一

号

）

第

六

条

第

一

項

に

規

定

す

る

建

築

確

認

の

申

請

を

し

よ

う

と

す

る

日

の

三

十

日

前

ま

で

に

建 

 

五 

前

各

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

区

長

が

特

に

必

要

と

認

め

る

地

区 

 
 

た

都

市

計

画

に

関

す

る

基

本

方

針

を

い

う

。

）

に

則

し

た

計

画

が

存

す

る

地

区 

 

四 

港

区

ま

ち

づ

く

り

マ

ス

タ

ー

プ

ラ

ン

（

都

市

計

画

法

第

十

八

条

の

二

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

区

が

定

め 

 
 

け

ら

れ

た

地

区 

 
 

第

十

七

条

に

規

定

す

る

東

京

都

住

宅

マ

ス

タ

ー

プ

ラ

ン

を

い

う

。

）

に

お

け

る

重

点

供

給

地

域

に

位

置

付 

 

三 

東

京

都

住

宅

マ

ス

タ

ー

プ

ラ

ン

（

東

京

都

住

宅

基

本

条

例

（

平

成

十

八

年

東

京

都

条

例

第

百

六

十

五

号 

 

二 

都

市

計

画

法

（

昭

和

四

十

三

年

法

律

第

百

号

）

第

四

条

第

六

項

に

規

定

す

る

都

市

計

画

施

設

の

う

ち

、 

 
 

め

ら

れ

た

都

市

再

開

発

方

針

に

お

け

る

再

開

発

促

進

地

区 

 

一 

都

市

再

開

発

法

（

昭

和

四

十

四

年

法

律

第

三

十

八

号

）

第

二

条

の

三

第

一

項

第

二

号

の

規

定

に

よ

り

定 

 

該

復

興

促

進

地

区

を

重

点

復

興

地

区

に

す

る

こ

と

が

で

き

る

。 

第

五

条 

条

例

第

十

一

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

建

築

行

為

の

届

出

は

、

建

築

基

準

法

（

昭

和

二

十

五

年

法

律 

第

四

条 

条

例

第

六

条

第

二

項

に

規

定

す

る

復

興

地

区

の

指

定

の

基

準

は

、

別

表

の

と

お

り

と

す

る

。 
２ 
区

長

は

、

前

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

次

に

掲

げ

る

地

区

内

に

復

興

促

進

地

区

が

存

す

る

と

き

は

、

当 

（

建

築

行

為

の

届

出

） 

道

路

、

公

園

等

の

基

幹

的

都

市

計

画

施

設

が

未

整

備

で

あ

る

地

区 

 

） 



（

地

域

復

興

組

織

へ

の

支

援

） 
第

六

条 

区

長

は

、

地

域

復

興

組

織

に

対

し

、

ま

ち

づ

く

り

に

関

し

専

門

的

知

識

を

有

す

る

者

の

派

遣

そ

の

他 

 

の

必

要

な

支

援

を

行

う

よ

う

努

め

る

も

の

と

す

る

。 

 
 

 

付 
則 

 

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。 

 
 

 
 



別表（第４条関係） 
 

重点復興地区 基盤未整備地区であって大被害地区であるもの 

復興促進地区 
基盤未整備地区であって中被害地区であるもの又は基盤整備済

み地区であって大被害地区若しくは中被害地区であるもの 

復興誘導地区 
基盤未整備地区又は基盤整備済み地区であって小被害地区であ

るもの 

 

備考 

1 「基盤未整備地区」とは、被災前の都市基盤整備状況において基盤整備

済み地区に該当しない地区をいう。 

2 「基盤整備済み地区」とは、被災前の都市基盤整備状況において土地区

画整理事業、市街地再開発事業、開発許可による開発事業等により整備

された地区又は区長が整備済みと判断した地区をいう。 

3 「大被害地区」とは、被害度（街区における全家屋棟数に占める全壊家

屋、半壊家屋及び全半焼家屋の棟数を合算した棟数の割合をいう。以下

同じ。）がおおむね 80 パーセント以上の街区が連なる地区をいう。 

4 「中被害地区」とは、大被害地区に該当しない地区であって、被害度が

おおむね 50 パーセント以上の街区が連なる地区をいう。 

5 「小被害地区」とは、大被害地区又は中被害地区に該当しない地区であ

って、部分的な被害が見られる街区が連なる地区をいう。 

6 重点復興地区、復興促進地区及び復興誘導地区の設定単位は、おおむね

1 ヘクタール以上とする。 

 

 
 



第１号様式(第５条関係) 

（表） 

建築行為届出書（建築物・工作物） 

年  月  日 

（宛先）港区長  

届出者(建築主)住所 

氏名 

電話(  )   ―     

 港区被災市街地復興整備条例第 11 条及び同条例施行規則第 5 条の規定

により、次のとおり届け出ます。 

代 理 人 の

住 所 、

氏 名  

(   )級 建 築 士 (  )登 録 第    号  

(   )級 建 築 士 事 務 所 (  )登 録 第    号  

住  所  

氏  名            電  話 (   )    ―      

(1) 地 名 地 番   港 区  

(2) 住 居 表 示   港 区  建 築 物 等
の位 置  

(3) 用 途 地 域   地 域 （指 定 建 ぺい率   ％･指 定 容 積 率   ％） 

           防 火 ・準 防 火 地 域  

(4) 工 事 種 別   新 築  ・ 増 築  ・ 改 築  ・ 移 転  ・ その他 （   ）

(5) 主 要 用 途  

(6) 敷 地 面 積             m  2

(7) 建 築 面 積             m  2 建 ぺい率        ％ 

(8) 延 べ面 積             m  2 容 積 率         ％ 

(9) 構 造    SRC ・ RC ・ S ・ W ・ その他 （   ） 

(10) 階 数 ・高 さ  地 上   階 ・地 下   階   最 高 の高 さ   m 

建 築 物 等
の概 要  

(11) 工 事 予 定 期 間       年   月   日  ～     年   月   日

※受 付          年   月   日   第       号  

   

備考 

1 ※印のある欄は、記入しないでください。 

2 裏面に、建築予定地の付近見取図、建築物及び工作物の配置図を記入してください。 

3 本書は、正副２部提出してください。 

 

 
 



 

（裏） 

 

付近見取図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


